
地方分権の進展に対応した行政の実効性確保のあり方に関する検討会 

（第１回） 

議  事  次  第 

 

                          平成２４年 ６月１８日（月） 

                       １２：３０～１４：３０ 

                       総務省６階 ６０１会議室 

 

（議事次第） 

 

１． 開会 

２． 久元自治行政局長挨拶 

３． 検討会開催要綱等について 

４． 検討会の問題意識、現行制度の概観、現状について 

５． 岡﨑委員発表（岡山市における代執行の事例） 

６． 意見交換 

７． 閉会 

 

 

 

（配付資料） 

 

資料１ 「地方分権の進展に対応した行政の実効性確保のあり方に関する

検討会」開催要綱 
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「地方分権の進展に対応した行政の実効性確保のあり方に関する検討会」開催要綱 

 

第１ 目的 

 

地方自治体においては、地方分権改革によるその役割や自律性の拡大に伴い、住民と直

接向き合いながら地域の課題に主体的に取り組み、実効ある施策や措置を講じることが求

められるようになっている。また、規制改革の進展や行政事件訴訟における非申請型義務

付け訴訟の明定などを背景として、行政権限の適時適切な行使への要請が強まるものと見

込まれる。一方で、行政上の義務の民事的執行を否定した最高裁判決（平成１４年・宝塚

市パチンコ条例事件）など、行政の実効性を確保する上での課題や限界も指摘されている

ところである。 

このような状況を踏まえ、本検討会は、地方自治体における行政の実効性確保に関して、

改革の方向性について検討し、地方自治の一層の推進に資することとするものである。 

 

第２ 名称 

 

 本検討会は、「地方分権の進展に対応した行政の実効性確保のあり方に関する検討会」（以

下、「検討会」という。）と称する。 

 

第３ 構成 

 

（１） 検討会は、別紙のメンバーをもって構成する。 

（２） 検討会に、座長１人、座長代理１人を置く。 

（３） 座長は、会務を総理する。 

（４） 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長代理がその職務を行う。 

（５） 検討会に、幹事を置く。幹事は別紙のとおりとする。 

 

第４ 議事 

 

（１） 検討会の会議は、座長が招集する。 

（２） 座長は、必要があると認めるときは、必要な者に検討会への出席を求め、その意見

を聴取することができる。 

（３） 座長は、必要があると認めるときは、構成員等による実施調査を実施することがで

きる。 

 

第５ その他 

 

 検討会の庶務は、総務省自治行政局行政経営支援室が行う。 

資料１ 



 

 （別紙） 

 

地方分権の進展に対応した行政の実効性確保のあり方に関する検討会 名簿 
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     大 屋 雄 裕 （名古屋大学大学院法学研究科准教授） 
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（以上敬称略、50 音順） 

 

（幹   事） 

総務省自治行政局行政課長 

総務省自治行政局住民制度課長 

総務省自治行政局市町村体制整備課長 

総務省自治行政局外国人住民基本台帳室長 

総務省自治行政局公務員部公務員課長 

総務省消防庁総務課長 

 

事務局長 総務省自治行政局行政経営支援室長 
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展

検討会の問題意識 資料２

近年の動向

地方自治体における行政の実効性を確保するための課題は何か？

（Ⅰ）法令

（Ⅱ）行政行為

（Ⅲ）強制行為

○立法活動の活発化
・事件事故に即応した規制強化

家畜伝染病予防法（H23）
建築基準法（H18） 等

・議員立法の増加
H6: 26/120 → H23: 69/175

○権限行使の「手続」「裁
量」に対する統制の充実
・H5行政手続法制定
・H16行政事件訴訟法改正
非申請型義務付け訴訟の明定

※行政不服審査法でも非申請型
義務付け裁決新設の方向

○特定分野での進展
・独禁法の課徴金（H17）
・道交法の放置違反金(H16)

○政策条例の増加
・路上喫煙禁止条例
空き家条例 等

○地方自治体による
最終的な解決・ 実
現が求められる政
策課題の増加

行政の活動プロセス

○権限行使に関する
自律性・説明責任

の拡大

義
務
付
け
・
枠
付
け
の
見
直
し

関
与
の
ル
ー
ル
化

法律や条例等による規範の定立
例１：建築基準法による

建ぺい率の規制
例２：廃棄物処理法による

産廃処理の規制

特定の人等に対する規範の適用
例１：違反建築物への

是正命令
例２：不法投棄された

産廃の除却命令

行政行為の内容の強制的な実現
例１：違反建築物の

除却の代執行
例２：不法投棄産廃の

除却の代執行
（非強制的手法の多用）

条
例
に
よ
る
過
料
規
定
設
置

●行政強制の一般制度に関する改革・論議は低調

地方自治体関係

機
関
委
任
事
務
の
廃
止

例３：屋外広告物法に
よる屋外違反
広告物の規制

例３：違反はり紙の
簡易除去
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行政上の義務の実効性確保に関する現行制度の概観 資料３

行政上の義務の実効性確保

（１）義務履行強制

（行政上の強制執行制度）

（２）義務違反の制裁
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種類 概要 根拠法 想定される適用例

行政代執行 代替的作為義務について、行政機関が義
務者に代わって自らその行為を行い、また
は第三者に行わせ、要した費用を義務者
から徴収するもの

※非代替的作為義務（例：明渡しや立退き）、
不作為義務（例：営業の停止）は対象外

行政代執行法
建築基準法9条12項

等

違反建築物について、除
却命令が履行されない場
合、行政が代わって解体

直接強制 行政機関が義務者の身体または財産に実
力を加えることにより、義務が履行された
のと同様の状態を直接に実現するもの

学校施設の確保に関す
る政令21条
成田国際空港の安全確
保に関する緊急措置法３
条８項

成田空港周辺の団結小
屋の除去

間接強制
（執行罰）

行政機関が義務者に対しあらかじめ予告し
たうえで、期限内に義務が履行されない場
合には一定の罰（過料）を科することとし、
それによって義務の履行を確保しようとす
るもの

砂防法36条
砂防工事を拒否する土地
所有者に対して、過料を
科すことを予告して工事
の受入れを命令

行政上の
強制徴収

行政上の金銭支払い義務について、行政
機関が強制的な手段を用いて義務が履行
されたのと同様の状態を実現するもの

国税徴収法47条以下
地方税法、行政代
執行法等で準用

税の滞納者への差押え、
換価、徴収

（１）義務履行強制（行政上の強制執行制度）

行政上の義務の実効性確保に関する現行制度の概観

※なお、即時執行（義務があらかじめ命じられることを前提とせず、直接に行政上の望ましい状態を実現する手法。
例えば、違反屋外広告物の簡易除却）は、命じられた義務の履行強制にはあたらないが、行政上の義務の実効
性確保に関するものと位置づけることができる。
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種類 概要 根拠法 想定される適用例

行
政
罰

行政刑罰 行政上の義務違反に対する制裁として
科される刑罰
（死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料、
没収）

個別法多数 （例：消防法）消防用設
備等の設置基準違反に
対する措置命令にも関
わらず、設置しなかった
者は、１年以下の懲役
又は百万円以下の罰金

過料 行政上の義務違反に対する制裁として
科されるもので刑罰ではない金銭罰

個別法多数 （例：住民基本台帳法）
正当な理由がなく、転出
入の届出をしない者は５
万円以下の過料

租税犯則通告
処分制度

間接国税・関税等に関して、罰金又は
科料に相当する金額等を納付すべきこ
とを通告するもの
納付したときは公訴を提起されないが、
納付しないときには通常の刑事手続に
移行する

国税犯則取締法14条
以下

揮発油税の脱税に対す
る通告処分

交通反則金
制度

道路交通法違反行為に関して、反則金
の納付を告知するもの。告知された者
が納付したときは公訴を提起されない
が、納付しないときには通常の刑事手
続に移行する

道路交通法125条以下 スピード違反に対する反
則金

（２）義務違反の制裁

行政上の義務の実効性確保に関する現行制度の概観
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種類 概要 根拠法 想定される適用例

加算税 申告、納付等の法律上の義務を果たさ
ない場合に課す金銭的不利益

国税通則法65条以
下

所得隠しに対する重加算
税

（２）義務違反の制裁（つづき）

課徴金 義務違反行為によって生じた利益を剥
奪する等のため、違反者に対して課す
金銭的不利益

※現在の独禁法では、違反行為防
止の実効性を確保するため、カル
テル等の不法利得相当額を超えて
徴収

独占禁止法7条の2
第1項

等

カルテルを行っていた事業
者に対する課徴金

公表 義務の不履行があった場合に、その事
実を一般的に公表するもの

国民生活安定緊急
措置法６条

等

主務大臣から標準価格等
の表示の指示を受けた小
売業者が、指示に従わな
かったとき、その旨を公表

※義務違反の制裁については、これがあらかじめ定められることにより、義務履行強制の機能・効果を併せ持つ。
このため、具体的な制度を義務履行強制と制裁のいずれに区分するかについては、様々な考え方がある。

行政上の義務の実効性確保に関する現行制度の概観

※課徴金については、法的な義務の不履行に対する制裁として設けられるもののほかに、国民生活安定緊急措置法の課徴
金（特定標準価格を超える部分に係る利益を吸い上げるもの）など、制裁以外の目的のために設けられるものがあり、これ
らをどのように把握・整理するかは様々な考え方がある。

※公表については、法的な義務の不履行に対する制裁として設けられるもののほかに、行政指導への不服従に対する制裁
や第三者保護のための情報提供などを目的として設けられるものがあり、これらをどのように把握・整理するかは様々な考
え方がある。
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（参考）違反建築物に対する対応

①建築基準法において、建築物に対する規制がなされて
いる。
例）建ぺい率：建築面積の敷地面積に対する割合。

用途地域に応じて上限が定められてい
る。（法第５３条）

②違反建築物に対して、特定行政庁は、除去等の違反を
是正するために必要な措置をとることを命ずることがで
きる。（法第９条第１項）

③特定行政庁は、措置命令を行った場合、次の時は代執
行できる。（法第９条第１２項）
・命ぜられた者が履行しないとき
・履行しても十分でないとき
・履行しても期限までに完了する見込みがないとき。

④また、告発を行い、刑事処分を求めることができる。
・法第９条第１項の違反は、３年以下の懲役又は

３００万円以下の罰金（法第９８条）

イメージ

①法による規制

行政指導

②措置命令

③代執行 ④告発

行政上の義務の実効性確保に関する現状（①建築行政）

（違反の発見）

資料４



出典：環境省「産業廃棄物の不法投棄等の監視体制の状況について（平成23年度）」

産業廃棄物の不法投棄への対応状況（平成２２年度末時点）

2

行政上の義務の実効性確保に関する現状（②廃棄物行政）

4.3% (112件) 50.1% (893万トン)

行政代執行着手済 0.6% (15件) 30.0% (534万トン)

未着手 3.7% (97件) 20.1% (359万トン)

95.7% (2498件) 49.9% (889万トン)

行政指導等対応 72.0% (1879件) 40.0% (713万トン)

実行者不明、対応なし 23.7% (619件) 9.9% (176万トン)

2610件

残存件数 残存量

1781万6521トン

区分

　合計

　措置命令発出済

　措置命令未発出

※行政指導等対応とは、行政指導、立入検査、事業の停止等を指す。

○平成22年度末において都道府県及び指定都市が把握した産業廃棄物の不法投
棄（1件当たりの残存量が10t以上のものに限る。）
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（参考）産業廃棄物の不法投棄に対する対応

①廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、廃棄
物の処理について規制がなされている。

②不法投棄に対して、生活環境の保全上の支障がある
場合、知事は処分者等に対して、除去等の措置を命
ずることができる。（法第１９条の５第１項）

③知事は、措置命令を行った場合、次のときは、代執行
できる。（法第１９条の８第１項第１号）
・措置を講じないとき
・講じても十分でないとき
・講ずる見込みがないとき

④また、告発を行い、刑事処分を求めることができる。
・法第１９条の５第１項の違反は、５年以下の懲役又
は１，０００万円以下の罰金（法第２５条第１項第５
号）

イメージ

①法による規制

行政指導

②措置命令

③代執行 ④告発

行政上の義務の実効性確保に関する現状（②廃棄物行政）

（不法投棄の発見）



○単年度及び累計の違反広告物に対する措置数は未把握

4

違反広告物に対する措置の状況

※屋外広告物条例を制定している地方自治体１４８団体（４７都道府県、１９政令指定都市、４１中
核市、４１市町村（平成２３年９月１日現在））を対象に調査。

※無回答等があるため、合計は一致しない。

出典：国土交通省平成２３年度政策レビュー「美しい国づくり政策大綱」

行政上の義務の実効性確保に関する現状（③屋外広告行政）

区分 実施した 実施しなかった 備考

措置命令 8.1%（12団体） 89.9%（133団体）

行政代執行 0.0%（  0団体） 97.3%（144団体）
措置命令の年度に関わらず
Ｈ２０～２２に実施された件数

略式代執行 2.7%（  4団体） 94.6%（140団体）
公告の年度に関わらず
Ｈ２０～２２に実施された件数

簡易除却 92.6%（137団体） 6.1%（9団体）
H22実績
347万枚余の違反広告物を
除去

（参考）平成２０～２２年度における違反広告物に対する措置の状況
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○措置命令を行わなかった理由（複数回答可）
（H23年9月1日時点、措置命令を行わなかった理由 n=１３３）

○略式代執行を行わなかった理由（複数回答可）
（H23年9月1日時点、略式代執行を行わなかった理由 n=１４０）

○簡易除却の課題（複数回答可）
（H23年9月1日時点、簡易除却を実施している団体n=１３７）

○行政代執行を行わなかった理由（複数回答可）
（H23年9月1日時点、行政代執行を行わなかった理由 n=１４４）

行政上の義務の実効性確保に関する現状（③屋外広告行政）
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（参考）違反屋外広告物に対する対応

①屋外広告物法及び屋外広告物条例（都道府県、政令市など）に
おいて、屋外広告物の設置場所や表示方法等について規制が
なされている。

②－１
違反屋外広告物に対して、知事等は設置管理者に対して
除却等の必要な措置を命ずることができる。（法第７条第１項）

②－２
設置管理者が確認できない場合は、条例の定めるところにより、
屋外広告物を除却する旨等を公告することができる。（法第７条
第２項）

③－１
知事等は、措置命令を行った場合、次のときは、代執行できる。
（法第７条第３項）

・命ぜられた者が履行しないとき
・履行しても十分でないとき
・履行しても期限までに完了する見込みがないとき

③－２
設置管理者が確認できない場合、知事等は自ら措置を行う
ことができる。（略式代執行：法第７条第２項）

※はり紙、のぼり旗などの場合は、措置命令を発することなく
除却できる（簡易除却：法第７条第４項）

④また、告発を行い、刑事処分を求めることができる。
・法第７条第１項の違反は、条例により罰金又は過料（法第３４条）
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最近の地方自治体の取組み（（１）空き家条例）

（以下この項、内閣府作成資料）
①空き家等管理の条例等の制定状況

目的 防災・防犯 まちづくり 景観

豪雪地帯 ○滝川市空き家等の適正管理
に関する条例【Ｈ24.4.1】

○横手市空き家等の適正管理
に関する条例【Ｈ24.1.1】

○大仙市空き家等の適正管理
に関する条例【Ｈ24.1.1】

○美郷町空き家等の適正管理
に関する条例【Ｈ24.1.1】

○松江市空き家を生かした魅
力あるまちづくり及びまちな
か居住促進に関する条例
【Ｈ23.10.1】

○ニセコ町廃屋撤去促進事業
補助要綱【Ｈ14.8.1】

○白馬村廃屋対策事業補助金
交付要綱【Ｈ19.4.1】

非豪雪地帯 ○所沢市空き家等の適正管理
に関する条例【Ｈ22.10.1】

○ふじみ野市空き家等適正管
理に関する条例【Ｈ23.4.1】

○松戸市空き家等の適正管理
に関する条例【Ｈ24.4.1】

○足立区老朽家屋等の適正管
理に関する条例【Ｈ23.11.1】

○建築物等の外観の維持保全
及び景観支障状態の制限に
関する条例【Ｈ24.1.1】（和歌
山県）

【】条例施行年月日
1

• 空き家等管理に係る条例等は、ここに掲げた事例以外にも制定事例が見られ
る。ここでは、「防災・防犯」、「まちづくり」、「景観」の３つに大別して整理した。

資料５
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• 「代執行」を盛り込んでいる地方自治体は滝川市、大仙市、美郷町である。

• 「助成（※）」を盛り込んでいる地方自治体は大仙市と足立区である。
※助言・指導・勧告に従って措置を講ずるものに補助金を交付

②「防災・防犯」目的の空き家等管理条例等の内容

滝川市 横手市 大仙市 美郷町 所沢市 ふじみ野市 松戸市 足立区

目的 1条 1条 1条 1条 1条 1条 1条 1条

定義 2条 2条 2条 2条 2条 2条 2条 2条

民事による解決との関係 3条

所有者等の責務/空き家等の適正管理 3条 3条 4条 3条 3条 3条 3条 3条

空き家等の情報提供 4条 4条 5条 4条 4条 4条 4条

実態調査（立入は行わず、外観等調査） 5条 6条 5条 5条 5条 5条 4条

立ち入り調査 7条 5条 7条 5条 5条 5条 5条 4条

助言 5条 6条 8条 6条 6条 6条 6条

指導 5条 6条 8条 6条 6条 6条 6条 5条

勧告 5条 6条 9条 6条 6条 6条 7条 5条

助成 10条 6条

公表 8条 8条 11条 8条 8条 8条 9条

命令 6条 7条 12条 7条 7条 7条 8条

行政代執行 9条 13条 9条

関係行政機関等との連携/協力依頼 10条 9条 14条 10条 9条 9条 10条 13条

委任 11条 10条 15条 11条 10条 10条 11条 14条

緊急安全阻措置、足立区老朽家屋等審議会、
審議会の組織、会長の選任及び権限、審議
会の運営、守秘義務

7～12条

除
雪

除
却

最近の地方自治体の取組み（（１）空き家条例）



• 空き家等管理の実効性を持たせるため、「氏名公表」や「補助金」、「代執行」が
取られている。

③空き家管理の実効性を担保する手段

氏名公表 補助金 行政代執行

（公表）
第8条 市長は、前条の規定による命令を

行ったにもかかわらず、当該所有者等
が正当な理由なく命令に従わないときは、
次に掲げる事項を公表することができる。

（1）命令に従わない者の住所及び氏名（法
人にあっては、主たる事務所の所在地
並びに名称及び代表者の氏名）

（2）命令の対象である空き家等の所在地
（3）命令の内容
（4）その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定により公表するとき
は、当該公表に係る所有者等に意見を
述べる機会を与えなければならない。

出典：所沢市空き家等の適正管理に関す
る条例

（ 補助金の交付）
第6 条 市は、条例第10条の規定に基づき、

大仙市補助金等の適正に関する条例（平
成17年大仙市規則第62号）及びこの規則に
定めるところにより、条例第8条の助言若し
くは指導又は条例第9条の勧告 に従って措
置を講ずるものに補助金を交付する。ただ
し、次に掲げる場合はこの限りではない。

（省略：所得制限の記載）
前項の補助金の額は、50万円を限度とし

て、次に掲げる措置に要する費用の2分の1
に相当する額とする。
（1）建物等除去
（2）廃材等運搬及び処理
（3）前各号に掲げるもののほか、市長が助

言し、指導し、若しくは勧告し、又は特
に必要と認めた措置

（後略）
出典：大仙市空き家等の適正管理に関する条

例施行規則

（行政代執行）
第9条 市長は、第6条の規定による命令

を受けた者がこれを履行しない場合
において、他の手段によってその履行
を確保することが困難であり、かつ、
その不履行を放置することが著しく公
益に反すると認められるときは、行政
代執行法（昭和23年法律第43号）に

定めるところにより、自ら必要な措置
を行い、又は第三者にこれを行わせ、
その費用を当該命令を受けた者から
徴収することができる。

出典：滝川市空き家等の適正管理に関
する条例

●上記以外の導入市町村例
滝川市、横手市、大仙市、美郷町、ふじみ
野市、松戸市

●上記以外の導入市町村例
足立区

●上記以外の導入市町村例
大仙市、美郷町

3
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平成22年度の大雪の際に空き家等の除雪の問題が顕在したことを受けて、平成23年度に空き家等管理の条例
（「大仙市空き家等の適正管理に関する条例」）を制定した。空き家管理の問題については「平成18年豪雪」の頃
から問題視されており、行政規程によって各種対策が講じられるとともに、条例化に伴う財産権や費用負担の法的
解釈に関して、内部検討がなされていたことが、条例化する際に大いに役に立った。今後は空き家管理のデータ
ベースを再度構築し、条例に基づき適正に関していくことが準備されている。

④秋田県大仙市の事例

【今後の課題】

・現在、あまり活用されていない空き家等管理台帳を一新する準備をしている。電子地図とデータベースを組み合わせたシステムで、電子地図に
は写真や空き家等の破損状態等の情報も付加するイメージである。情報更新等は自治会からの情報に基づくスキームを考えている。空き家
管理地図を各町内会館等に張り出し、住民の見える化をはかることで町内会での空き家管理を進めるねらいがある。

【取組の経緯】

・平成18年豪雪の頃から空き家等除雪の問題が大きくなり始めた。当時は

合併直後で新市の地域防災計画が未策定のため「大仙市雪害対策実
施要領にて空き家等除雪に対応した。実施要領では雪害のみであった
が「年間を通じた空き家等管理」、「空き地管理」、「空き家活用」等も含
め空き家管理の必要性が高まった。平成22年度に庁内で空き家管理に
係る法令解釈の検討を行った。

・平成22年度冬期の大雪では多数の苦情が寄せられ、議会での質問も相
次いだことから、実施要領を廃止し、条例策定を行うこととした。

【主な取組と成果】

・条例では「空き家実態調査」、「立入調査」、「勧告」、「助言・指導」、「公
表」、「措置命令」、「代執行」等が盛り込まれている。

・空き家等除雪の費用負担は代執行によって対応する。代執行によって費
用は市が一時立替えておき、所有者が判明した家屋については後日請
求する。ただし、所有者不明の場合は市が立替えることとなる。

・法的措置の根拠としては、「事務管理（民法第697条）」、「災害時の応急
措置及び応急公用負担等（災対法第62条、第64条）」、「違反建築物に
対する措置及び保安上危険な建築物等に対する措置（建築基準法第9
条第1項、第10条第3項）」、「非常災害時における土地の一時使用等
（道路法第68条第1項）」ととらえている。

図 空き家等の危険排除フロー（条例スキーム）

除
雪

除
却
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最近の地方自治体の取組み（（１）空き家条例）

・大仙市では、空き家等管理条例に基づき、空き家の解体を進めている。

【空き家等の解体の概要】
秋田県大仙市では、Ｈ24年1月1日から

施行された「大仙市空き家等の適正管理
に関する条例」に基づき、Ｈ24年3月5日
から30日までの間で、行政代執行により、
空き家5棟の解体を進めている。
3月12日現在、5棟のうち4棟までの解体

が終了しており、残り1棟は3月13日から
15日にかけて解体し、その後は廃材の撤
去等を進める予定である。
解体撤去費用の概算額178万5千円は、

4月以降に所有者に請求する。

【空き家等の概要】
○空き家等の種類：元事務所、物置、車
庫等の５棟

○所有者：1名
○場所：小学校に隣接した場所

大仙市総務部総合防災課ヒアリング結果より作成

【行政代執行の手続きの流れ】
H24.2.22  行政代執行戒告（1週間）
H24.3.1     行政代執行令書（本人手渡し）
H24.3.5～3.30 行政代執行実施
Ｈ24.3.30 解体撤去費用確定
Ｈ24.4以降 所有者への費用請求

代執行宣言 解体工事着手

解体工事中 解体終了
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2012.6.18 第1回「行政の実効性確保のあり方に関する検討会」

事例報告

岡山市における違法建築物を

行政代執行により除却した事例

岡山市総務局 岡﨑泰治郎

資料６



１ 事例の概要及び経緯について

本市は，市内Ｓ地区の違法建築物の除却を平成１１年１１月１８日から翌
１２年１月２１日までの間，県内では初めての行政代執行により行った。

（１）当該建築物は，その用途を事務所・倉庫・ダンスホール・カラオケナッ
ク等とする鉄骨造コンクリートブロック積５階建てのビルで，市街化調整
区域に都市計画法上の許可なく，また建築基準法上の建築確認を受けない
違法なものであり，さらに，延べ床面積が約３，４００㎡（敷地面積約１，
７００㎡）とその規模もさることながら，建築士等の資格が無い個人の設
計施工によるもののため，その構造も極めて特異かつ不安定なものであっ
た。

（２）当該違反行為に対する是正措置については，違反行為が確認されてから
相当期間，口頭文書による改善指導の繰り返しに止まっていたが，平成１
０年に建築基準法による工事施工停止命令が発出され，以後，それに加え，
建築使用禁止や除却に係る措置命令が発出されたものの，依然として増築
工事は続行され，その規模は拡大する一方であった。



（３）当該建築物については，全部除却を念頭に置き当初，建築基準法違反に
よる除却スキームが検討された。しかし，除却命令の根拠となる建築基準
法第９条第１項の規定が建物の構造耐力等の実体違反を対象とするもので
あり，本件の場合，建築物が特異な工法により施工され，立入検査による
その検証が困難である等の事情により，同項によっての全部除却は不可能
との結論に至ったため，結果，都市計画法第８１条第１項の規定を除却命
令の根拠とした。なお，同項の除却命令の発出の根拠となる違反事由は，
同法第４３条第１項（市街化調整区域内での無許可建築）であり，平成１
０年１２月２５日，都市計画法による当該建築物の工事施工停止命令，使
用禁止命令及び除却命令が発出された。

（４）本件においては，代執行の実行に当たり予想される執行妨害等に対して
の警察側の協力を得やすくし，また，履行義務者の自発的履行を促すため
に，代執行手続に先立ち，建築基準法による工事施工停止命令義務違反と
併せて都市計画法による建築物除却命令義務違反を罪となるべき主要な事
実として刑事告発も行い（後に告発取下げ），その後，行政代執行法に基
づく戒告，代執行令書の通知を経て，２ヶ月余りをかけて建築物の除却
（解体撤去）を行った。



代執行の実行の実際（ダイジュスト版約20分）



（５）建築物除却の際，建築物の内外に多量の履行義務者の動産，いわゆる目

的外動が残置されており，除却の支障となることから，それらを一時的に

搬出，保管し，建築物除却後，車両等，屋外での保管が可能な動産の一部

は，除却した建築物の敷地に戻したものの，それ以外の屋内での保管が必

要な動産等については，代執行終了後も履行義務者が引取りに応じず，そ

れ以降も保管の継続を余儀なくされたことから，代執行に要した費用の徴

収と併せてそれら動産の保管及び処分に要した費用，すなわち，代執行に

付随して発生した費用（間接費用）の回収が次の課題として残された。

代執行に要した費用として履行義務者に請求した金額は７，３００万円

余であり，うち，１，９００万円余を履行義務者の不動産，動産及び債権

の差押，換価等により徴収した。

次に，保管の継続を余儀なくされた動産の処分については，一部は差押，

任意売却により換価して代執行に要した費用債権等に充当し，他は産業廃

棄物として処分した。

また，代執行終了後に要した動産の保管及び廃棄物処分に要した費用は，

私法上の債権（事務管理費用）として整理し，民事訴訟手続によりその債

務名義を取得した。



（６）その後，平成１４年１２月，履行義務者が死亡し，その相続人からは，

履行義務者の有する債権として相続した損害保険解約返戻金９０万円弱を

差押えて徴収したものの，当該相続人自身の資力は皆無に等しく，それ以

上の徴収，回収が見込めないことは明らかであった。しかし，結果として，

投入した公費の相当部分が回収不能となっている以上，直ちにそれら費用

債権について不納欠損処理を行うことは，議会，市民の理解が得られにく

く，未回収の費用債権の扱いについては，それから１０年間に渡って毎年，

収入未済金として決算報告を行い，債権管理を継続することを余儀なくさ

れた。

そして，この平成２４年５月になってようやく，代執行に要した費用

（公法上の債権)の残債権については，滞納処分手続の停止後即欠損により，
代執行に付随して発生した費用（私法上の債権）の残債権については，相

続人からの消滅時効の援用により，それら債権は消滅したことにより，そ

の執行の意思決定を行ってから実に１３年の歳月を要して，本件行政代執

行及びその関連の一切の事務処理は，完結の運びとなった。



２ 実務的観点からの行政代執行制度が抱える課題について

（１）行政代執行法第２条の「他の手段によってその履行を確保することが困
難であり」及び「その不履行を放置することが著しく公益に反すると認め
られるとき」という実体的要件が非常に抽象的であることから，行政庁が
代執行を躊躇する原因の一つとなっていること。

※１ 本件事例は，前記したように当初建築基準法違反による除却命令を検
討していた経緯があり，その場合，同法第９条第１２項の特別規定によ
り，行政代執行法第２条の要件規定の制約を受けずに代執行を行うこと
が可能であったところ，途中，そのスキームを建築基準法のような代執
行に関する緩和規定が設けられていない都市計画法違反に変更せざるを
得なかったため，行政代執行法第２条の要件の充足性の検討が必要とな
った事例であった。

※２ 特に後者の要件の「その不履行を放置することが著しく公益に反する
と認められるとき」にあっては，その「著しく」の意味するところにつ
いて諸見解があり，その範囲が判然としていないことが，代執行の可否
についての行政庁の判断を慎重ならしめている。



（２）代執行に要した費用を履行義務者から徴収することは一般的には困難な
場合が多く，結果として，それは国又は自治体の負担に帰することになる
ことから（１）と同様に行政庁が代執行を躊躇する原因の一つとなってい
ること。

※１ 代執行に要した費用を履行義務者から徴収することは一般的には困難
な場合が多いと指摘される理由

ア 法令等によって課された義務を履行せず，命令に従わない者が代執行に
要した費用の納付命令に従うことは一般的に期待できず，結局は強制徴収
手続に移行する場合が多いと推測されること。

イ 履行義務者が無資力であれば，強制徴収手続に移行したとしても，結局，
それは徒労に終わること。

ウ 費用徴収手続については，財産法上の権利であっても，行政的執行を利
用することが法律で予定されているなら，民事上の強制執行を求めること
は許されず（農業共済掛金等請求事件 最判昭和４１年２月２３日），強
制徴収手続によるほかないが，税行政以外の分野では自力執行による滞納
処分を行う執行体制が確立し難いこと。



エ 代執行費用の支払請求権については民事保全上の仮差押えの申立てが許さ

れず，履行義務者が差押可能財産を有していたとしても，差押え前に第三者へ

の権利移転がなされてしまうと，事実上徴収が不能となってしまうこと。

オ 結局，代執行により違反是正が達せられたとしても，現実問題として代執行費

用を全額回収することは極めて困難なことであり，結果として税の負担をもって

履行義務者がその義務を免れるという構図は，一般的には納税者の立場，市民

感情からすると理解し難いもので，代執行に至るまでの間に違反を是正できな

かった行政責任が追求されることを甘受せざるを得ないこと。

※２ 代執行の活用が躊躇される最大の理由は，要件充足性の判断もさることなが

ら，その性格上，必然的に費用回収の困難さがつきまとうからである。したがっ

て，そこには最終的に首長の政治的判断が大きく影響してくる。



（３）代執行に伴う目的外動産の管理方法に関する規定がなく，保管処分に過

分の費用の支出を余儀なくされる場合があること。

※１ 代執行の対象が違反建築物の除却等の場合，代執行の実行の際，履行

義務者の権利に係る目的外動産が建物の内外に存置されているのが通常

で，搬出，管理を履行義務者に求めても実際にそれが履行されなければ，

行政庁がそれに代わって善管注意義務に従い，目的外動産の管理を行わ

ざるを得ない。

※２ 本市事例においても，履行義務者には自らそれを行う意思がまったく

認められず，所有権を放棄する意思表示もなされなかったため，結果，

目的外動産の目録作成に始まり，積込・搬出，保管（民間倉庫の借上げ

等）に相当の労力と費用を費やすこととなっただけではなく，代執行終

了後もしばらくの間，その一部につき保管の継続を余儀なくされた事例

でもあった。



※３ 前記したように最終的に，それら保管動産は，その種別に応じ差押・換価，任

意売却，廃棄物処理の方法によって処分し，積込・搬出，保管，処分に要した費

用に関し代執行終了前に係るものは代執行費用として，終了後に係るものは民

法上の事務管理費用として履行義務者の負担としたが，要したコストに対し回収

できた額は僅かなものに止まっている。

（４） 代執行は，膨大な事務量と専門知識を要する一方，マンパワーやノウハウの

不足等から実行しにくいものとなっていること。

（５） 代執行が強権発動のイメージを持つため，首長がその実行に消極的なスタン

スをとる傾向が多いこと。



３ 実務的観点からの代執行を中心とした行政の実効性確保に
係る法制度の見直しについて（提言）

（１）包括的な義務強制制度としての行政代執行法の再構築

※執行罰としての過料の再導入等（代替的作為義務の履行確保手段の拡充)
（２）行政代執行に係る実体的要件の緩和

※個別法令による違反行為の態様に即した実体的要件の設定

（３）行政代執行法第１条の行政強制法定主義の見直し

※条例による代執行制度の特例規定の創設

（４）代執行費用の概算見積額の事前徴収制度の導入

※ドイツの多数の州法の立法例

（５）事前手続の簡素化

※戒告における代執行費用概算見積額の明示

※代執行令書による通知の廃止

（６）動産の除去・保管・換価・廃棄に関する規定の創設

（７）金銭債権の強制徴収ができる範囲の拡大

※代執行に係る間接費用の強制徴収



ご静聴ありがとうございました。



検討会スケジュール（案） 資料７

開催日 討議テーマ
第１回 平成２４年

６月１８日（月）
・検討会の問題意識について
・現行制度の概観、活用状況
・代執行の事例紹介、現場の問題意識

第２回 ７月２３日（月） ・民事執行について
第３回 ８月２２日（水） ・行政刑罰の現状と課題
第４回 ９月上旬 ・行政強制制度のあり方

・行政強制をめぐる行政過程
・今後の方向性
・報告に向けた論点・方向性の整理 など

第５回 １０月上旬
第６回 １１月上旬

第７回 １２月上旬

第８回 平成２５年２月 ・報告書案のとりまとめ


